




   

★ 高 齢 者 虐 待 対 応 の 流 れ ★ 
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【緊急性の判断】 

・ 生命、身体への危険性の確認 

・ 必要に応じて速やかに訪問を行

う 

・見落としを防ぎ、客観的な判断が

できるよう、複数で訪問を行う 
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【アセスメント】 

・ 本人、養護者（介護者）の意思や

情報を把握 

・ 不足する情報の収集を確認 

 

 

 

高齢者虐待対応ケア会議 

必要に応じた 

メンバーの招集 

 

 

① 情報の整理、共有       ② 要因の分析、課題の確認 

③ 虐待の有無の判断       ④ 対応策の検討 

⑤ 養護者（介護者）へ支援の検討 ⑥ 役割分担 

⑦ 緊急時の連絡体制の確認    ⑧ モニタリングの時期の確認 

★養護者（介護者）への支援 

１） 養護者（介護者）の話をよく聞き（傾聴）、今までの苦労をねぎらうなど、信頼関

係を築き、よい相談関係を継続できるよう努めます。 

２） 養護者（介護者）の抱えている問題の理解に努め、過剰な負担やストレスを軽減

するプランを提案します。 

３） 養護者（介護者）自身が何らかの疾病や悩み・問題を抱えているケースもありま

す。チームで情報共有を行い、専門機関の支援につなげられないか検討します。 

４）安易に養護者（介護者）に対し「虐待」という言葉は使うのではなく、まずは、な

んらかの介護負担を抱えている養護者を支援する視点で関わりましょう。 

発見・相談・通報 事 実 確 認 高齢者虐待対応ケア会議 

（虐待の認定は区が行う） 

継続的な見守り、支援 

＜対応の例＞ 

・ サービスの導入  

・ 回数、内容の見直し 

・ 養護者（介護者）へのサポート 

・ 医療機関との連携 

・ 成年後見制度の活用 

・ 養護者との分離     など 

（注意点） 

養護者（介護者）の状況によって

は、介入やサービス利用の変更が

困難な場合もあります。どうして

もリスクの高い状態が継続する場

合は、異変を知らせる連絡体制を

確保し見守りを継続する必要があ

ります。 

継続的な見守り・支援（普段のケアと虐待対応は並行して行われる） 

保健福祉課 

生活支援課 

健康づくり課 

高齢福祉課等 

ケアマネジャー 

介護サービス事業者 

地域障害者相談支援 

センター（ぽーと） 

成年後見人 

社会福祉協議会 

警察 

あんしんすこやか 

センター 

招集：保健福祉課長 

終  結 

★対応上の注意点 

１）「高齢者の権利侵害の解消」を最優先に検討します。 

２）対応方針と各々の担当者の役割は、虐待対応ケア会議で決定し共有します。 

３）それぞれの立場に応じ役割を決め、チームで対応します。 

ケアマネジャー、ヘルパーなどのサービス事業者は、本来の役割を行いながら虐

待解決に向けたアプローチにも取り組みます。 

４） 本人、養護者（介護者）の状態に変化やリスクが生じた場合は、速やかにあんし

んすこやかセンターまたは総合支所保健福祉課に連絡し、関係者での情報共有を

図りながら対応を検討していきます。 
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